
附則第４ 条該当コ ード の新設について
平成28年５ 月31日までに「 と び・ 土工工事業」 の技術者の資格要件を 満たし ている 場合は、 経過措置によ り 、 平成33年３ 月31日までの間は「 解体工事業」 の技術者と みなさ れます。
こ の経過措置によ り 「 解体工事業」 の技術者になる 場合は、 末尾がアルフ ァ ベッ ト のコ ード を 使用し てく ださ い。
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建設業法第7条第2号イ 該当 01

建設業法第7条第2号イ 該当（ 事務管理用） 0A

建設業法第7条第2号ロ該当 02 １ ０ 年以上の実務経験

建設業法第7条第2号ロ該当（ 事務管理用） 0B １ ０ 年以上の実務経験

建設業法第15条第2号ハ該当( 同号イ と 同等以上) 03 大臣特認（ 指定建設業）

建設業法第15条第2号ハ該当( 同号ロと 同等以上) 04 大臣特認（ 指定建設業以外）

一級建設機械施工技士 11 ◎ ◎ ◎

一級建設機械施工技士（ 附則第４ 条該当） 1A ◎

二級建設機械施工技士（ 第1種～第6種） 12 ○ ○ ○

二級建設機械施工技士（ 第1種～第6種） （ 附則第４ 条該当） 1B ○

一級土木施工管理技士 13 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎
※1

一級土木施工管理技士（ 附則第４ 条該当） 1C ◎

二級土木施工管理技士（ 土木） 14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
※1

二級土木施工管理技士（ 土木） （ 附則第４ 条該当） 1D ○

二級土木施工管理技士（ 鋼構造物塗装） 15 ○

二級土木施工管理技士（ 薬液注入） 16 ○

二級土木施工管理技士（ 薬液注入） （ 附則第４ 条該当） 1E ○

一級建築施工管理技士 20 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎
※1

一級建築施工管理技士（ 附則第４ 条該当） 2A ◎

二級建築施工管理技士（ 建築） 21 ○
○
※1

二級建築施工管理技士（ 躯体） 22 ○ ○ ○ ○ ○
○
※1

二級建築施工管理技士（ 躯体） （ 附則第４ 条該当） 2B ○

二級建築施工管理技士（ 仕上げ） 23 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一級電気工事施工管理技士 27 ◎

二級電気工事施工管理技士 28 ○

一級管工事施工管理技士 29 ◎

二級管工事施工管理技士 30 ○

一級電気通信工事施工管理技士 31 ◎

二級電気通信工事施工管理技士 32 ○

一級造園施工管理技士 33 ◎

二級造園施工管理技士 34 ○

一級建築士 37 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

二級建築士 38 ○ ○ ○ ○ ○

木造建築士 39 ○

建設・ 総合技術監理（ 建設） 41 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎
※1

建設・ 総合技術監理（ 建設） （ 附則第４ 条該当） 4A ◎

建設「 鋼構造及びコ ンク リ ート 」 ・ 総合技術監理（ 建設「 鋼構造物及びコ ンク リ ート 」 ） 42 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎
※1

建設「 鋼構造及びコ ン ク リ ート 」 ・ 総合技術監理（ 建設「 鋼構造物及びコ ン ク リ ート 」 ） （ 附則第４ 条該当） 4B ◎

農業「 農業土木」 ・ 総合技術監理（ 農業「 農業土木」 ） 43 ◎ ◎

農業「 農業土木」 ・ 総合技術監理（ 農業「 農業土木」 ） （ 附則第４ 条該当） 4C ◎

電気電子・ 総合技術監理（ 電気電子） 44 ◎ ◎

機械・ 総合技術監理（ 機械） 45 ◎

機械「 流体工学」 又は「 熱工学」 ・ 総合技術監理（ 機械「 流体工学」 又は「 熱工学」 ） 46 ◎ ◎

上下水道・ 総合技術監理（ 上下水道） 47 ◎ ◎

上下水道「 上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理（ 上下水道「 上水道及び工業用水道」 ） 48 ◎ ◎ ◎

水産「 水産土木」 ・ 総合技術監理（ 水産「 水産土木」 ） 49 ◎ ◎ ◎

水産「 水産土木」 ・ 総合技術監理（ 水産「 水産土木」 ） （ 附則第４ 条該当） 4D ◎

森林「 林業」 ・ 総合技術監理（ 森林「 林業」 ） 50 ◎

森林「 森林土木」 ・ 総合技術監理（ 森林「 森林土木」 ） 51 ◎ ◎ ◎

森林「 森林土木」 ・ 総合技術監理（ 森林「 森林土木」 ） （ 附則第４ 条該当） 5A ◎

衛生工学・ 総合技術監理（ 衛生工学） 52 ◎

衛生工学「 水質管理」 ・ 総合技術監理（ 衛生工学「 水質管理」 ） 53 ◎ ◎

衛生工学「 廃棄物管理」 ・ 総合技術監理（ 衛生工学「 廃棄物管理」 ） （ 注1） 54 ◎ ◎ ◎ ◎

第一種電気工事士 55 ○

第二種電気工事士＋3年（ 注2） 56 ○

電気事業法 電気主任技術者（ 第1種～第3種） ＋5年 58 ○

電気通信事業法 電気通信主任技術者＋5年 59 ○

工事担任者（ 「 第一級アナロ グ通信」 及び「 第一級デジタ ル通信」 の資格者証又は「 総合通信」 の資格者証に限る ） （ 注15） 35 ○

水道法 給水装置工事主任技術者＋1年 65 ○

甲種消防設備士 68 ○

乙種消防設備士 69 ○

高等学校若し く は中等教育学校（ 指定学科） 卒業後５ 年以上又は大学若し く は高等専門学校（ 指定学科）
卒業後３ 年以上の実務経験

高等学校若し く は中等教育学校（ 指定学科） 卒業後５ 年以上又は大学若し く は高等専門学校（ 指定学科）
卒業後３ 年以上の実務経験

別表３ 　 専任技術者資格一覧

※１ 　 建設業法「 技術検定」 に係る 資格は平成27年度までの合格者について、 技術士法「 技術士試験」 に係る 資格は当面の間、 資格と は別に、 解体工事に関する １ 年以上の実務経験を 有し
て

　 いる 又は登録解体工事講習を 受講し ている こ と が必要です。
　 上記いずれかの要件を 満たさ ない場合は経過措置に該当し ます（ ２ 級建築施工管理技士（ 建築） については、 平成28年６ 月１ 日時点において現にと び・ 土工工事業に係る 有資格者で

は
 ないため、 経過措置の適用はあり ません） 。
　 ［ 登録解体工事講習と は･･解体工事に関し 必要な知識及び技術又は技能に関する 講習であっ て国土交通大臣の登録を 受けたも のを いいます。 ］

資　 　 格　 　 区　 　 分 コ ード
建 設 業 の 種 類

建
設
業
法

建築士法

技
術
士
法

電気工事士法

消防法
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型枠施工（ 注3） 64 ○ ○

型枠施工（ 注3） （ 附則第４ 条該当） 6B ○

ウェ ルポイ ント 施工（ 注4） 66 ○

ウェ ルポイ ント 施工（ 注4） （ 附則第４ 条該当） 6C ○

路面標示施工（ 注5） 67 ○

建築板金「 ダク ト 板金作業」 70 ○ ○ ○

建築大工 71 ○

左官 72 ○

と び・ と び工 57 ○ ○

と び・ と び工 （ 附則第４ 条該当） 5B ○

コ ンク リ ート 圧送施工（ 注6） 73 ○

コ ンク リ ート 圧送施工（ 注6） （ 附則第４ 条該当） 7A ○

冷凍空気調和機器施工・ 空気調和設備配管 74 ○

給排水衛生設備配管 75 ○

配管・ 配管工（ 注7） 76 ○

タ イ ル張り ・ タ イ ル張り 工 77 ○

築炉・ 築炉工・ れんが積み 78 ○

ブロッ ク 建築・ ブロッ ク 建築工・ コ ンク リ ート 積みブロッ ク 施工 79 ○ ○

石工・ 石材施工・ 石積み 80 ○

鉄工・ 製罐（ 注8） 81 ○

鉄筋組立て・ 鉄筋施工（ 注9） 82 ○

工場板金 83 ○

板金「 建築板金作業」 ・ 建築板金「 内外装板金作業」 ・ 板金工「 建築板金作業」 84 ○ ○

板金・ 板金工・ 打出し 板金 85 ○

かわら ぶき ・ スレート 施工 86 ○

ガラ ス施工 87 ○

塗装・ 木工塗装・ 木工塗装工（ 注10） 88 ○

建築塗装・ 建築塗装工 89 ○

金属塗装・ 金属塗装工 90 ○

噴霧塗装 91 ○

畳製作・ 畳工 92 ○

内装仕上げ施工・ カ ーテン 施工・ 天井仕上げ施工・ 床仕上げ施工・ 表装・ 表具・ 表具工 93 ○

熱絶縁施工 94 ○

建具製作・ 建具工・ 木工・ カ ーテンウォ ール施工・ サッ シ施工（ 注11） 95 ○

造園 96 ○

防水施工 97 ○

さ く 井 98 ○

地すべり 防止工事＋1年（ 注12） 61 ○ ○

地すべり 防止工事＋1年（ 注12） （ 附則第４ 条該当） 6A ○

基礎ぐ い工事 40 ○

建築設備士＋1年 62 ○ ○

計装＋1年（ 注13） 63 ○ ○

解体工事 60 ○

資　 　 格　 　 区　 　 分 コ ード
建 設 業 の 種 類

職
業
能
力
開
発
促
進
法

※２ 級の
場合、 資
格取得後
３ 年以上
の実務経
験を 要す
る 。 ただ
し 、 平成
１ ５ 年度
以前に合
格し た者
は実務経
験１ 年以
上。
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登録電気工事基幹技能者 36 ○ ○

登録橋梁基幹技能者 36 ○ ○

登録造園基幹技能者 36 ○

登録コ ンク リ ート 圧送基幹技能者 36 ○

登録防水基幹技能者 36 ○

登録ト ンネル基幹技能者 36 ○

登録建設塗装基幹技能者 36 ○

登録左官基幹技能者 36 ○

登録機械土工基幹技能者 36 ○

登録海上起重基幹技能者 36 ○

登録Ｐ Ｃ 基幹技能者 36 ○ ○

登録鉄筋基幹技能者 36 ○

登録圧接基幹技能者 36 ○

登録型枠基幹技能者 36 ○

登録配管基幹技能者 36 ○

登録鳶・ 土工基幹技能者 36 ○

登録切断穿孔基幹技能者 36 ○

登録内装仕上工事基幹技能者 36 ○

登録サッ シ・ カ ーテンウォ ール基幹技能者 36 ○

登録エク ステリ ア基幹技能者 36 ○ ○ ○

登録建築板金基幹技能者 36 ○ ○

登録外壁仕上基幹技能者 36 ○ ○ ○

登録ダク ト 基幹技能者 36 ○

登録保温保冷基幹技能者 36 ○

登録グラ ウト 基幹技能者 36 ○

登録冷凍空調基幹技能者 36 ○

登録運動施設基幹技能者 36 ○ ○ ○

登録基礎工基幹技能者 36 ○

登録タ イ ル張り 基幹技能者 36 ○

登録標識・ 路面標示基幹技能者 36 ○ ○

登録消火設備基幹技能者 36 ○

登録建築大工基幹技能者 36 ○

登録硝子工事基幹技能者 36 ○

登録土工基幹技能者 36 ○

登録ALC基幹技能者 36 ○

登録ウレタ ン断熱基幹技能者 36 〇

登録発破・ 破砕基幹技能者 36 〇

登録建築測量基幹技能者 36 〇

登録解体基幹技能者 36 〇

登録圧入工基幹技能者 36 〇

登録送電線工事基幹技能者 36 〇 〇

登録さ く 井基幹技能者 36 〇

その他（ 大臣特認者、 実務経験の緩和により 資格を有する者等） 99

その他（ 大臣特認者、 実務経験の緩和により 資格を有する者等） ( 事務管理用） 9A

登
録
基
幹
技
能
者

(

注
1
4
）

資　 　 格　 　 区　 　 分 コ ード
建 設 業 の 種 類
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【 凡例】

◎： 特定（ 法第15条第2号イ ） の資格及び一般（ 法第7条第2号ハ） の資格を 有する

○： 一般（ 法第7条第2号ハ） の資格を 有する

【 注意事項（ 全般） 】

・ 指定建設業（ 土、 建、 電、 管、 鋼、 舗、 園） ７ 業種の特定建設業の許可を 受ける 場合、 営業所の専任技術者及び現場の監理技術者は◎の者または大臣特認者に限ら れる 。

・ 表中に記載さ れた年数は、 資格取得後に必要な実務経験年数である 。 資格取得後の必要な実務経験を 実務経験証明書（ 様式第９ 号） の提出によ り 証明する こ と 。

・ 特定建設業の指導監督的実務経験は、 指導監督的実務経験証明書（ 様式第１ ０ 号） の提出によ り 証明する こ と 。

なお、 実務経験証明書（ 様式第９ 号） の証明期間と 指導監督的実務経験証明書（ 様式第１ ０ 号） の証明期間は重複可。

・ 技術士登録証に必要な選択科目が表示さ れていない場合、 選択科目が分かる も の（ 技術士登録証明書など） を 添付する こ と 。

【 注意事項（ 個別の資格） 】

（ 注1） コ ード ５ ４ の衛生工学「 廃棄物管理」 ・ 総合技術監理（ 衛生工学「 廃棄物管理」 ） の平成１ ５ 年以前の科目名は「 廃棄物処理」 である 。

（ 注2） 旧電気工事士法によ る 電気工事士免状は、 第２ 種電気工事士と し て扱う 。

（ 注3） と び・ 土工工事業の場合、 実務経験は、 コ ン ク リ ート 工事に関する も のに限る 。

（ 注4） 実務経験は、 土工工事に関する も のに限る 。

（ 注5） コ ード ６ ７ の「 路面標示施工」 は、 等級はなく 実務経験不要である 。

（ 注6） 実務経験は、 と び・ と び工についてはと び工事に関する も のに、 コ ン ク リ ート 圧送施工についてはコ ン ク リ ート 工事に関する も のに限る 。

（ 注7） コ ード ７ ６ の「 配管」 は、 改正政令によ る 改正後の配管と する も のにあっ ては、 選択科目を 「 建築配管作業」 と する も のに限ら れる 。

※改正政令： 職業訓練法施行令の一部を 改正する 政令（ 昭和48年政令第98号） 。 以下同じ 。

（ 注8） コ ード ８ １ の「 鉄工」 は、 改正政令によ る 改正後の鉄工と する も のにあっ ては、 選択科目を 「 製缶作業」 又は「 構造物鉄工作業」 と する も のに限ら れる 。

（ 注9） コ ード ８ ２ の鉄筋施工は、 改正政令によ る 改正後の鉄筋施工と する も のにあっ ては、 選択科目を 「 鉄筋施工図作成作業」 及び「 鉄筋組立て作業」 と する も のの双方に

　 合格し た者に限ら れる 。

（ 注10） コ ード ８ ８ の「 塗装・ 木工塗装・ 木工塗装工」 の「 塗装」 には、 鋼橋塗装技能検定合格者（ １ 級、 ２ 級） を 含む。

（ 注11） コ ード ９ ５ の「 木工」 は、 改正政令によ る 改正後の木工と する も のにあっ ては、 選択科目を 「 建具製作作業」 と する も のに限ら れる 。

（ 注12） コ ード ６ １ の「 地すべり 防止工事」 は、 平成１ ７ 年度以前の地すべり 防止工事士も 可。 なお、 実務経験は、 土工工事に関する も のに限る 。

（ 注13） コ ード ６ ３ の「 計装」 は、 平成１ ７ 年度以前の一級計装士も 可。

（ 注14）

（ 注15）

基幹技能者が営業所専任技術者の要件を 満たし ている か否かについては、 講習修了証において、 「 実務経験を 有する 建設業の種類について建設業法第２ ６ 条第１ 項
に定める 主任技術者の要件を 満たすと 認めら れる 」 こ と が記載さ れている こ と 。

令和３ 年４ 月１ 日以降に工事担任者試験に合格し 、 電気通信主任技術者資格者証に公布を 受けよ う と する 者の養成課程を 修了し 、 又は総務大臣から 同等以上の認定
を 受けた者で、 その資格証の交付を 受けた後電気通信工事業に関し ３ 年以上の実務の経験を 有する も のと する も の。
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